
令和7年7月1日発行

裏面に続く

いつまでも住み慣れたこの街で

認知症サポーターってなに？

厚生労働省が推進する「認知症サポーター養成講座」を受けた、認知症を
正しく理解し認知症の人やその家族を地域で温かく見守る応援者のことです。

日時：令和7年7月26日（土）10：00～11：30
場所：岐阜市地域包括支援センター長森南 2階（蔵前4-19-5）
対象：認知症に関心のある方
費用：無料 （講座の冊子とサポーターカードがもらえます）
定員：20名（要予約・先着順）
ご予約・お問い合わせ：岐阜市地域包括支援センター長森南

認知症に関する基本的な知識（症状、治療）や、認知症の方への対応方法を
学んでいただける無料の講座です。

●認知症サポーターカード

📞058-247-8160

もの忘れが進み、お金の
管理ができなくなった

判断能力が低下し、悪質商法
などで不当な契約をしてしま
いそう

本人だけでは介護サービスや
施設入所などの契約ができない

ひとり暮らしで身寄りが無く、
将来重要な事を任せられる
人がいない

高齢者や障がい者など、自分一人では
福祉サービスの利用や契約等の判断を
することが不安な方や、日常生活に必
要なお金の出し入れ・書類の管理に不
安のある方のお手伝いをする事業です。
本人が契約内容をある程度理解できる
ことが前提となります。

判断能力が不十分となった人に代わって、
家庭裁判所で選ばれた成年後見人等が財産
管理や医療・介護に関する契約などを行う
制度です。成年後見人等には本人の配偶者
や親族のほか、弁護士、司法書士、社会福
祉士、法律や福祉に関する法人等が選ばれ
ます。また、判断能力が十分なうちに任意
後見人を選んでおく仕組みもあります。

日常生活自立支援事業 成年後見制度

詳細は地域包括支援センター長森南までご相談ください。



〒５００－８２３３ 岐阜市蔵前４－１９－５ （旧JAぎふ南長森支店）
【来所・訪問による相談の受付】 月曜日から土曜日の午前９時から午後５時まで （祝日・年末年始を除く）

ホームページ

包括 長森南

○相談は無料です。〇相談の秘密は厳守します。○開所時間外の緊急時の電話相談については転送電話で対応します。

長森南の高齢者に関する総合相談所（岐阜市委託事業）

年末年始等に帰省の際は、実家等で消費者トラブルが
起きていないかご確認ください!
年末年始に帰省の際、高齢者に多い消費者トラブルが
起きていないか実家等の様子を確認しましょう。
スマートフォン上で閲覧しやすいリーフレットを作成
しましたので、こちらを活用しながら身近な方々と消
費者トラブルについて話し合い、ご家族でトラブルを
防止しましょう。

急な病気やケガで

病院にいく
ほうがいい？

救急車を呼ぶ
ほうがいい？

もし迷ったら 058-265-0009

救急
電話相談

救急安心センターぎふ

＃ 7 1 1 9
ダイヤル回線、IP電話など
つながらないときは

岐阜県全域で令和5年10月1日運用開始

まめくまめくらタウン開催案内

≪ 内 容 ≫（予定）
●寸劇、講座
「車に乗れなくなったらどうする？」
●脳トレ、レクリエーション
●歌って踊ろう♪

≪ 日 程 ≫

≪ 対 象 ≫ 長森南の高齢者やそのご家族
≪ 費 用 ≫ 無料 参加自由

・7月
・8月

17日
18日

（木） 13：30～15：00 手力町公民館
（月） 10：00～11：30 高田公民館

地域包括支援センターに来られる方へ
来所される前に電話連絡を頂けますと、お待ちいただくことなくご相談でき

ます。また、要介護認定を申請される方で、国民健康保険および後期高齢者医
療保険以外の方は、ご加入の医療保険の名称と被保険者番号をお尋ねしますの
で、可能な限りご準備ください。ご協力をお願い致します。


